
光市公告第６７号 

 条件付き一般競争入札を行うため、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項の規定により、次のとおり公告する。 

令和７年９月２２日 

光市長 芳 岡   統    

１ 工事概要 

工 事 名 令和７年度光井汚水中継ポンプ場改築工事 

工 事 場 所 光市光井二丁目地内 

工 事 内 容

電気設備 

 引込受電盤 １面 

 変圧器盤 １面 

 仮設工 一式 

工 期 契約締結の日の翌日から令和８年３月２７日まで 

２ 入札参加のための必要な資格要件 

 (１) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

 (２) 令和７年度光市建設工事等競争入札参加資格者名簿に登録され、資格が有効

であること。 

 (３) この公告の日から入札の日までの間のいずれの日においても市の指名停止期

間中等でないこと。 

 (４) 建設業法（昭和２４年法律第１００号）による営業停止期間でないこと。 

 (５) 相互に資本関係又は人的関係のある者が同一案件に参加していないこと。 

 (６) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続の適用を受

けている者にあっては、同法に基づく裁判所からの更生計画認可の決定がされ、

市の再審査を受けていること。 

 (７) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続の適用を受

けている者にあっては、同法に基づく裁判所からの再生計画認可の決定がされ、

市の再審査を受けていること。 

３ 入札の方法 

この入札は、地方自治法施行令第１６７条の１０の２第３項に規定する総合評価

一般競争入札（特別簡易型）により行うので、入札者は、総合評価に係る資料（以



下「技術提案資料」という。）を提出すること。 

４ 許可・実績等 

入 札 参 加 形 態 単体企業 

工 事 の 種 類 電気工事 

建 設 業 の 許 可 一般建設業又は特定建設業 

業 者 の 区 分 

建設業の種類 電気工事業 

等 級 

令和７年４月１日時点において、経営事

項審査の総合評価値（Ｐ）７００点以上で

あること。 

所 在 

建設業法第３条第１項の規定の許可に係 

る主たる営業所を山口県内に有している 

こと。 

施 工 実 績 

国又は地方公共団体その他の公共法人（法人税法（昭和

４０年法律第３４号）別表第１に掲げる公共法人をい

う。）が発注した請負代金の額が５００万円以上の汚水の

ポンプ施設に係る公共工事を単体企業で元請負人として

施工した実績を有していること。ただし、公告日の前日ま

でに完了したものに限る。 

配置予定現場代理人 
他の工事の現場代理人又は主任技術者ではなく、常駐

できる者

配 置 予 定 技 術 者 

建設業法第２６条の規定に基づき、主任技術者又は監

理技術者を専任配置できること。また、建設業法第２６条

第３項の規定に該当する場合は、監理技術者の専任とな

る。 

※ 配置予定技術者は、この公告の日の３箇月以上前から入札参

加希望者と直接かつ恒常的な雇用関係が連続している者である

こと。

５ 入札日程等 

入札参加資格確認

申請書等の入手期間

及 び 入 手 方 法

令和７年１０月６日（月）

まで 

光市入札監理課のホームペー

ジからダウンロードすること。

入札参加資格確認

申請書等提出書類

ア 様式第１号 

イ 様式第３号及び様式第４号 

ウ 技術提案資料 

※ 光市が発注した工事を施工実績とする場合は、技術提案資料



の第６号様式の注１及び第７号様式の注２に添付する証明書は

不要とする。

入札参加資格確認

申 請 書 等 の 提 出

期 限 ・ 場 所

令和７年１０月６日（月）

午後５時１５分まで 

午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分

までに光市役所入札監理課に持参

すること（光市の休日に関する条

例（平成 16年光市条例第 2号）第

1条第 1項に規定する市の休日（以

下「休日」という。）を除く。）。 

入札参加資格確認通知 令和７年１０月８日（水）
確認通知は、ファクシミリで行

う。 

設計図書の閲覧方法
令和７年１０月１５日（水）

午後５時１５分まで 

午前 8 時 30 分から午後 5 時 15

分までに光市役所下水道課で

閲覧すること（休日を除く。）。

設計図書の入手方法 令和７年１０月１５日（水）
光市入札監理課のホームペー

ジからダウンロードすること。

設 計 図 書 に 係 る

質 問 期 限

令和７年１０月１４日（火）

正午まで 

光市役所入札監理課にファク

シミリで提出すること。 

FAX 0833-72-6166 

設 計 図 書 に 係 る

質 問 回 答
光市入札監理課のホームページに掲載 

入 札 書 比 較 価 格 事後公表 

入 札 方 式 持参によること。 

積 算 内 訳 書
入札書と同時提出のこと。（提出用積算内訳様式） 

※ 入札時において、入札書とは別に入札執行者に直接提出する。

入 札 日 時 令和７年１０月１６日（木）午前９時 

入 札 場 所 光市役所３階 大会議室１号 

積 算 内 容 確 認

依 頼 期 間

令和７年１０月１６日（木）午後１時から 

令和７年１０月１７日（金）午後５時１５分まで 

落 札 決 定 日 令和７年１０月２２日（水）

落札決定日は予定日であり、積算

内容確認依頼書の提出、低入札価

格調査等があったときは後日と

なります。 

６ 契約条項 

  光市財務規則（平成１６年光市規則第４７号）及び光市工事請負規則（令和３年

光市規則第２０号）の例による。 

７ 入札の無効 

 (１) 光市財務規則、光市建設工事等一般競争入札実施要綱（平成２０年光市告示 

第７５号）及び光市建設工事総合評価競争入札実施要綱（平成２０年光市告示第

１５１号）の例による場合 

 (２) 積算内訳書については、(１)に掲げるもののほか、「積算内訳書提出にあた



っての留意事項」に定めるところによる場合 

 (３) 総合評価において不適切と評価し、欠格となった項目がある場合 

８ 入札保証金等 

入 札 保 証 金 免除 

契 約 保 証 金 納 付 契約金額の１０％以上 

支 払 条 件

前 金 払 あり 

部 分 払 なし 

完 成 払 あり 

９ 調査基準価格の設定 

調査基準価格の設定 あり 

数 値 的 判 断 基 準

の 設 定

光市低入札価格調査判断基準のうち、「２ 数値的判断基

準」(１)のア及びエからキまで並びに(２)は適用しない。

１０ 落札者決定基準 

(１) 総合評価基準 

  落札者の決定は、価格及び技術提案資料の内容を総合的に評価することによ

り行う。 

 (２) 審査基準 

  技術提案資料に記載された施工計画及び技術的能力等の条件について、設計

図書で定めるところにより、それぞれ加算点を求める。なお、加算点を求める

際の評価項目、評価基準、評価点及び換算値は、次表のとおりとする。 

評価項目 評価の細目 評価の基準 評価点 換算値

企業の技

術的能力

について 

平成２９年４月１日から

この公告の日までの同種

工事の施工実績の有無 

設計金額以上の同種工事の

施工実績がある 
２ 

４ 

同種工事の施工実績がある １ 

施工実績がない ０ 

令和５年度及び令和６年

度に竣工した光市発注の

電気工事（請負金額が２５

０万円未満の工事を除

く。）における工事成績評

定点の平均点 

８０点以上 ４ 

７５点以上８０点未満 ３ 

７０点以上７５点未満 ２ 

６５点以上７０点未満 １ 

６５点未満又は実績なし ０ 

この公告の日の２年前か

らこの公告の日までの間

の建設事故の有無 

事故なし １ 

事故あり ０ 



ＩＳＯ９００１の認証取

得状況 
認証取得している １ 

認証取得していない ０ 

ＩＳＯ１４００１の認証

取得状況又は環境活動評

価プログラム（エコアクシ

ョン２１）の認証取得状況

ISO14001 を認証取得して

いる 
１ 

エコアクション２１を認証

取得している 
０．５

いずれも認証取得していな

い 
０ 

配置技術

者の技術

的能力に

ついて 

主任（監理）技術者の保有

する資格 

配置技術者が１級電気工事

施工管理技士、技術士又は

これと同等以上の資格を有

する者 

１ 

４ 

その他 ０ 

平成２９年４月１日から

この公告の日までの主任

（監理）技術者の施工経験

の有無 

主任（監理）技術者が同種

工事の施工経験を有する 
２ 

施工経験がない ０ 

令和７年４月１日からこ

の公告の日までの任意の

日からの過去１年間の継

続学習の取組状況 

各団体推奨単位以上を取得

しており継続教育の証明が

ある場合 

１ 

取得していない ０ 

技能士等の活用 指定した技能士等資格者を

使用した施工とする場合又

は技能士等資格を指定して

いない場合 

１ 

使用しない ０ 

企業の地

域 精 通

度・地域

貢献度 

地理的条件 光市に本店、工場がある １ 

２ 

その他 ０ 

令和２年４月１日からこ

の公告の日までの光市所

管公共施設に係る災害応

急対策業務又は令和６年

４月１日からこの公告の

日までの地域活動 

活動実績がある １ 

活動実績がない ０ 

換算値の計（加算点の満点） １０ 

(３) 加算点の算出方法 

技術提案資料の審査結果を基に、入札参加者の加算点を算出する。 

    加算点は、次の式により、各評価項目ごとに、当該評価項目の得点合計を当

該評価項目の配点合計で除して得た数に当該評価項目の換算値を乗じて得た数

の総和により求める。 



加算点 ＝ ∑（ 
各評価項目ごとの得点合計 

×各評価項目ごとの換算値） 
各評価項目ごとの配点合計 

(４) 落札者の決定方法 

  ア 光市財務規則第１０４条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で

最も高い評価値（加算点に１００点を加え、入札金額で除して得た値をいう。以

下同じ。）を得た者で、有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、次に掲

げる場合には、落札者としない。 

   (ア) 評価値が、１００点を予定価格で除して得た値に１００分の１１０を乗

じて得た値に満たない場合 

   (イ) 入札金額によっては、入札者により本工事の内容に適合した履行がなさ

れないおそれがあると市長が認める場合又は入札者と契約を締結することが

公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると市長が認める

場合 

  イ 落札となるべき最も高い評価値を得て入札した者が２人以上あるときは、当

該者にくじを引かせて落札者を決定する。 

１１ その他 

１から１０までに定めのない事項については、光市財務規則、光市建設工事等一般

競争入札実施要綱、光市建設工事総合評価競争入札実施要綱及び光市建設工事等競

争入札心得による。 


